
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２９年２月６日 １０時４８分ごろ 

発生場所 関門港関門航路（関門航路第３２号灯浮標） 

 部
へ

埼灯台から真方位２８６°２.１海里付近 

 （概位 北緯３３°５８.１′ 東経１３０°５９.０′） 

事故の概要 引船第一若富
わかとみ

丸は、浚渫
しゅんせつ

船響永
きょうえい

と引船列を構成して東北東進中、

響永が関門航路第３２号灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年２月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第一若富丸、１９トン 

    ２９３－３７０５６福岡、若松港湾工業株式会社（Ａ社） 

Ｂ 浚渫船 響永、約１,７４０トン 

   なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

Ｂ なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷、船底外板に擦過傷 

灯浮標 防護枠及びＬＥＤ灯器に破損、浮体部に凹損を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北西、風力  ７、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、関門航路第３２号灯浮標付近の潮流 東北東

流、流速 約１.０ノット（kn） 

 福岡県北九州・遠賀
お ん が

地区には、２月４日１６時１８分に強風注意報

が、５日０４時１２分に波浪注意報が、それぞれ発表されており、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び操舵員１人が乗り組み、作業員４人が乗ったＢ

船の船首にＡ船の船尾から約６０ｍのえい
．．

航索（化学繊維製索、直径

約８０mm）を繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成

し、福岡県苅田
か ん だ

町苅田港に向けて回航していた。 

Ａ船引船列は、船長Ａが操舵室で操船指揮につき、操舵員を手動操

舵に当たらせ、関門航路東口に向け、約６kn の対地速力で同航路の右

側に沿って福岡県北九州市部埼西北西方沖を東北東進中、Ａ船が関門

航路第３２号灯浮標（以下「３２号灯浮標」という。）を約２０～３

０ｍ隔てて通過した。 

船長Ａは、操舵室右舷側からＢ船が３２号灯浮標を通過する際の状

況を確認していたところ、Ｂ船の右舷船首部が３２号灯浮標に衝突す



 

るのを認めた。 

Ａ社の現場代理人は、Ｂ船の作業員１人から連絡を受け、海上保安

部に本事故の発生を通報した。 

３２号灯浮標は、東南東方に約３５ｍ移動したが、後日復旧され

た。 

分析  Ａ船引船列は、風力７の北西風が吹く状況下、部埼西北西方沖を東

北東進中、船長Ａが風による圧流を考慮した３２号灯浮標との航過距

離を確保していなかったことから、Ｂ船が３２号灯浮標に衝突したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船引船列が、風力７の北西風が吹く状況下、部埼西北

西方沖を東北東進中、船長Ａが風による圧流を考慮した３２号灯浮標

との航過距離を確保していなかったため、Ｂ船が３２号灯浮標に衝突

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・引船の船長又は作業責任者は、強風が予想されるときはえい
．．

航を

中止すること。 

・引船の船長は、風の影響及びえい
．．

航索の長さを考慮し、灯浮標等

との航過距離を十分にとること。 

 


